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佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則（平成１８年

３月３１日規則第３８号）  

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）及び

介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。）に定め

るもののほか、法第８条第14項に規定する地域密着型サービス事業及び法第８条の２

第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う事業者の指定等に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８

条第14項に規定する地域密着型サービス事業又は法第８条の２第12項に規定する地域

密着型介護予防サービス事業を行う事業者の指定に係る手続について、法及び介護保

険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（指定の申請等） （指定） 

第２条 法第78条の２第１項及び第115条の12第１項の規定による指定の申請は、指定

地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書（別

記様式第１号）により行うものとする。 

第２条 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業を行う事業者

は、この規則で定めるところにより市長の指定を受けることができる。 

２ 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の２第１項の規定による

指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サー

ビス事業所指定更新申請書（別記様式第２号）により行うものとする。 

２ 市長は、佐倉市指定地域密着型サービス基準条例（平成24年佐倉市条例第40号）及

び佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例（平成24年佐倉市条例第41号）に

規定する指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスに関する基準

を満たし、かつ、同基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合

に前項の指定を行うものとする。 

３ 市長は、法第78条の２第１項若しくは第115条の12第１項又は第78条の12若しくは

第115条の21において準用する法第70条の２第１項の規定による指定又は指定の更新

をしたときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事

業所指定・指定更新通知書（別記様式第３号）により、当該指定に係る申請をした者

に通知するものとする。 

３ 第１項の指定は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業を

行う者の申請により、指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス

の種類及びその事業を行う事業所ごとに行う。 

４ 市長は、前項に規定する指定をしないこととしたときは、指定地域密着型サービス

事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定・指定更新申請却下通知書（様

式第４号）により、当該指定に係る申請をした者に通知するものとする。 

 

５ 第３項に規定する指定又は指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業  
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改正後 改正前 

所の見やすい場所に標示するものとする。 

 

 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定の申請） 

 第３条 前条の規定により定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定を受けようと

する者は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所

指定申請書（別記様式第１号）並びに付表１―１及び付表１―２に次に掲げる事項を

記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 (１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 

 (２) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 (３) 管理者の経歴 

 (４) 事業所の平面図 

 (５) 設備、備品等に係る一覧表 

 (６) 本体施設の概要並びに本体施設との間の移動の経路、方法及び時間（サテライ

ト型のみ） 

 (７) 併設する施設等の概要 

 (８) オペレーションセンターサービスの概要（オペレーションセンターを設置しな

い場合のみ） 

 (９) 随時訪問サービスの委託先（他の訪問介護事業所に委託する場合のみ） 

 (10) 運営規程 

 (11) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 (12) 当該申請に係る資産の状況 

 (13) 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 

 (14) 法第78条の２第４項各号に該当しないことを誓約する書面 
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 (15) 役員の氏名等 

 (16) 介護支援専門員の氏名等 

 (17) 運営推進会議の構成員 

 

 

(18) その他指定に関し市長が必要と認める事項 

 

 （夜間対応型訪問介護に係る指定の申請） 

 第４条 第２条の規定により夜間対応型訪問介護に係る指定を受けようとする者は、指

定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書並

びに付表２―１及び付表２―２に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申

請しなければならない。 

 (１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 

 (２) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 (３) 管理者の経歴 

 (４) 事業所の平面図 

 (５) 設備、備品等に係る一覧表 

 (６) オペレーションセンターサービスの概要（オペレーションセンターを設置しな

い場合のみ） 

 (７) 随時訪問サービスの委託先（他の訪問介護事業所に委託する場合のみ） 

 (８) 運営規程 

 (９) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 (10) 当該申請に係る資産の状況 

 (11) 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 

 (12) 法第78条の２第４項各号に該当しないことを誓約する書面 
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 (13) 役員の氏名等 

 

 

(14) その他指定に関し市長が必要と認める事項 

 

 （認知症対応型通所介護等に係る指定の申請） 

 第５条 第２条の規定により認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

に係る指定を受けようとする者は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型

介護予防サービス事業所指定申請書並びに付表３―１、付表３―２及び付表３―３に

次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 (１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 

 (２) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 (３) 管理者の経歴 

 (４) 事業所の平面図 

 (５) 設備、備品等に係る一覧表 

 (６) 運営規程 

 (７) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 (８) サービス提供実施単位一覧表 

 (９) 当該申請に係る資産の状況 

 (10) 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 

 (11) 法第78条の２第４項各号又は第115条の12第２項各号に該当しないことを誓約

する書面 

 (12) 役員の氏名等 

 

 

(13) その他指定に関し市長が必要と認める事項 
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 （小規模多機能型居宅介護等に係る指定の申請） 

 第６条 第２条の規定により小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅

介護に係る指定を受けようとする者は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密

着型介護予防サービス事業所指定申請書並びに付表４―１及び付表４―２に次に掲げ

る事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 (１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 

 (２) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 (３) 管理者の経歴 

 (４) 事業所の平面図 

 (５) 設備、備品等に係る一覧表 

 (６) 本体施設の概要並びに本体施設との間の移動の経路、方法及び時間（サテライ

ト型のみ） 

 (７) 運営規程 

 (８) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 (９) 当該申請に係る資産の状況 

 (10) 協力医療機関との契約の内容（協力歯科医療機関を含む。以下同じ。） 

 (11) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援体制の概

要 

 (12) 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 

 (13) 法第78条の２第４項各号又は第115条の12第２項各号に該当しないことを誓約

する書面 

 (14) 役員の氏名等 

 (15) 介護支援専門員の氏名等 
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 (16) 運営推進会議の構成員 

 

 

(17) その他指定に関し市長が必要と認める事項 

 

 （認知症対応型共同生活介護等に係る指定の申請） 

 第７条 第２条の規定により認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同

生活介護に係る指定を受けようとする者は、指定地域密着型サービス事業所・指定地

域密着型介護予防サービス事業所指定申請書及び付表５に次に掲げる事項を記載した

書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 (１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 

 (２) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 (３) 管理者の経歴 

 (４) 事業所の平面図 

 (５) 設備、備品等に係る一覧表 

 (６) 運営規程 

 (７) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 (８) 当該申請に係る資産の状況 

 (９) 協力医療機関との契約の内容 

 (10) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援体制の概

要 

 (11) 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 

 (12) 法第78条の２第４項各号又は第115条の12第２項各号に該当しないことを誓約

する書面 

 (13) 役員の氏名等 
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改正後 改正前 

 (14) 介護支援専門員の氏名等 

 (15) 運営推進会議の構成員 

 

 

(16) その他指定に関し市長が必要と認める事項 

 

 （地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定の申請） 

 第８条 第２条の規定により地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定を受けよう

とする者は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業

所指定申請書及び付表６に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しな

ければならない。 

 (１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 

 (２) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 (３) 管理者の経歴 

 (４) 事業所の平面図 

 (５) 居室面積等一覧表 

 (６) 設備、備品等に係る一覧表 

 (７) 運営規程 

 (８) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 (９) 当該申請に係る資産の状況 

 (10) 協力医療機関との契約の内容 

 (11) 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 

 (12) 法第78条の２第４項各号に該当しないことを誓約する書面 

 (13) 役員の氏名等 
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 (14) 介護支援専門員の氏名等 

 (15) 運営推進会議の構成員 

 

 

(16) その他指定に関し市長が必要と認める事項 

 

 （地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請） 

 第９条 第２条の規定により地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を

受けようとする者は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サー

ビス事業所指定申請書及び付表７に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に

申請しなければならない。 

 (１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 

 (２) 特別養護老人ホームの許可証等の写し 

 (３) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 (４) 管理者の経歴 

 (５) 事業所の平面図 

 (６) 居室面積等一覧表 

 (７) 設備、備品等に係る一覧表 

 (８) 本体施設の概要並びに本体施設との間の移動の経路、方法及び時間（サテライ

ト型のみ） 

 (９) 併設する施設等の概要 

 (10) 施設を共用の場合の利用計画 

 (11) 運営規程 

 (12) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 (13) 当該申請に係る資産の状況 
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 (14) 協力医療機関との契約の内容 

 (15) 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 

 (16) 法第78条の２第４項各号に該当しないことを誓約する書面 

 (17) 役員の氏名等 

 (18) 介護支援専門員の氏名等 

 (19) 運営推進会議の構成員 

 

 

(20) その他指定に関し市長が必要と認める事項 

 

 （複合型サービスに係る指定の申請） 

 第10条 第２条の規定により複合型サービスに係る指定を受けようとする者は、指定地

域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書並びに

付表８―１及び付表８―２に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請し

なければならない。 

 (１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 

 (２) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 (３) 管理者の経歴 

 (４) 事業所の平面図 

 (５) 設備、備品等に係る一覧表 

 (６) 併設する施設等の概要 

 (７) 運営規程 

 (８) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 (９) 当該申請に係る資産の状況 
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 (10) 協力医療機関との契約の内容 

 (11) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援体制の概

要 

 (12) 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 

 (13) 法第78条の２第４項各号に該当しないことを誓約する書面 

 (14) 役員の氏名等 

 (15) 介護支援専門員の氏名等 

 (16) 運営推進会議の構成員 

 

 

(17) その他指定に関し市長が必要と認める事項 

 

（変更の届出等） （変更の届出等） 

第３条 法第78条の５及び第115条の15の規定による届出は、変更に係るものにあって

は指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所変更届出

書（別記様式第５号）により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定

地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所廃止・休止・再

開届出書（別記様式第６号）により、それぞれ行うものとする。 

 

第11条 法第78条の５及び第115条の15の規定による届出は、変更に係るものにあって

は変更届出書（別記様式第２号）により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあ

っては廃止・休止・再開届出書（別記様式第３号）により、それぞれ行うものとす

る。 

 

（指定の辞退） （指定の辞退） 

第４条 法第78条の８の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業所・指

定地域密着型介護予防サービス事業所指定辞退届出書（別記様式第７号）により行う

ものとする。 

 

第12条 法第78条の８の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書（別記様式第４号）

により行うものとする。 

 

（添付書類）  

第５条 第２条から前条までに規定する申請書又は届出書には、施行規則に定めるもの

のほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。 
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（事業者情報の提供） （事業所情報の提供） 

第６条 市長は、第２条に規定にする指定若しくは指定の更新又は第３条に規定する届

出の受理（以下この条において「指定等」という。）をしたときは、都道府県、国民

健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報の

うち、次に掲げる事項を提供することができる。 

第13条 市長は、第３条から前条までの規定による指定又は届出の受理（以下この条に

おいて「指定等」という。）をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その

他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を

提供することができる。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生

年月日及び住所 

(２) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び

住所 

(３)～(６) （略） 

 

(３)～(６) （略） 

 

（他市町村の指定に関する同意） （公示） 

第７条 法第78条の２第４項第４号又は第115条の12第２項第４号に規定する同意を得

ようとする者は、市長に指定地域密着型サービス事業者等指定同意申請書（別記様式

第８号）を提出するものとする。 

第14条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第

115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとす

る。 

 (１) 介護保険事業所番号 

 (２) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の

名称及び所在地 

 (３) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び

住所 

 (４) 指定、指定の辞退、廃止又は指定の取消しの年月日 

 

 

(５) サービスの種類 

 

（補則） （補則） 



(12/12) 

改正後 改正前 

第８条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密

着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 


